
国立大学法人東京外国語大学職員人

事評価実施規程

平成21年 6月 9日

規 則 第1 2 7号

改正 平成２２年 ３月２３日規則第２２号

国立大学法人東京外国語大学職員勤務評価実施規程（平成１６年４月１日規則第６５号）

の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 この規程は、国立大学法人東京外国語大学職員就業規則（平成１６年規則第５２

号）第１４条に基づき、国立大学法人東京外国語大学職員の採用、離職等に関する規程

（平成１６年規則第５６号）別表第１に規定する教員以外の職員（以下「職員」とい

う。）の勤務成績の評価（以下「人事評価」という。）の実施に関する事項を定めるも

のとする。

（目的）

第２条 人事評価は、組織の活性化、職員の資質の向上及び勤務意欲の増進を図ることを

目的とし、その評価結果を、職員の適性に応じた職務の割当て並びに給与等の処遇に活

用するものとする。

（実施権者）

第３条 人事評価は、学長（以下「実施権者」という。）が実施する。

（対象の除外）

第４条 次の各号に掲げる職員については、この規程による人事評価は実施しない。

(1) 任期付職員

(2) その他学長が定める職員

（人事評価の種類）

第５条 人事評価は、定期評価及び特別評価とする。

（定期評価）

第６条 定期評価は、目標達成度評価及び職務行動評価によるものとし、双方を勘案して

総合評価を行うものとする。

２ 目標達成度評価は、被評価者が組織目標等を踏まえて評価者の助言等を得ながら、自

らの職務上の目標を設定し、その目標の達成状況について自己評価を行い、この結果に

ついて評価者と被評価者の面談を経て、評価者が評価を実施する。

３ 職務行動評価は、被評価者の職位に求められる職務行動について、評価項目ごとに評

価者と被評価者の面談を経て、評価者が評価を実施する。

４ 調整を経て確定した総合評価結果は、評価者から被評価者に通知される。

（定期評価期間及び定期評価期日）

第７条 定期評価期間及び定期評価期日は、次のとおりとする。

(1) 定期評価期間 毎年４月１日から翌年の３月３１日までの１年間

(2) 定期評価期日 １０月１日に中間評価を行い、翌年の４月１日に期末評価を行うも

のとする。



２ 前項の規定に関わらず、次の各号に掲げる場合には、評価期間を短縮し又は延長する

ことができる。

(1) 被評価者が評価期間の途中において、長期の休暇、休業、休職若しくは停職となっ

た場合又は異動した場合

(2) その他特に公正な評価を行うことができないと認められる事由がある場合

（定期評価の手続）

第８条 定期評価の手続は、評価（再評価を含む。）、調整（再調整を含む。）及び確認

とする。

２ 評価者及び調整者は、被評価者の区分ごとに実施権者が定める。

３ 調整は、評価者の行った評価について公正性の観点から不都合があると認める場合に

行う。

４ 確認は、実施権者が、評価内容及び調整内容について審査し、適当と認める場合に行

う。

５ 再評価及び再調整は、実施権者が、評価内容及び調整内容について確認し、適当と認

めない場合に、それぞれ評価者及び調整者に行わせる。

（特別評価）

第９条 特別評価は、条件評価及び臨時評価とする。

２ 条件評価は、試用期間中又は条件附昇任期間中の職員について当該職員の試用期間又

は条件附昇任期間開始後５月を経過した日に実施する。

３ 臨時評価は、実施権者が特に必要があると認める職員について、実施権者が定める日

に実施する。

４ 特別評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。

（意見の聴取）

第１０条 評価者、調整者及び実施権者は、人事評価を行うに当たって必要と認めるとき

は、被評価者の実態をよく知る者の意見を聴くことができる。

（不服等の申し出）

第１１条 被評価者は、この人事評価の結果に関し、不服又は異議（以下「不服等」とい

う。）があるときは、学長に不服等を申し出ることができる。

２ 学長は、前項の申し出があった場合は、迅速かつ公平に対処するものとする。

（評価調書の保管等）

第１２条 評価調書は、学長の定めるところにより保管しなければならない。

２ 評価調書は、公開しない。（但し、第６条第４項を除く。）

（雑則）

第１３条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定め

る。

附 則

１ この規程は、平成２１年７月１日から施行する。

２ この規程施行後最初の定期評価については試行として実施し、第７条第１項の規定に

かかわらず、評価期間を平成２１年７月１日から平成２１年１０月３１日までの間とし、

期末評価を平成２１年１１月１日に実施し、期中評価は実施しない。



附 則

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。


